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稲美町教育委員会議事録 

 

1 開 催 日 時   令和 3年 2月 24日（水）     

                             

2 開 催 場 所   稲美町役場 教育長室 

 

3 会議に付した事項 

 

日程第１ 議  案 

   

議案第 16号 稲美町教育委員会教育長の辞職の同意について 

                                  

4 出 席 委 員 

        教 育 長    松 尾 哲 子 
委      員    後 藤 哲 夫 
委      員    北 口 隆 男 

         委      員    本 多 澄 子 
委      員    髙 田 道 夫 

 

5 出 席 職 員 

        教 育 政 策 部 長      沼  田   弘 
        生涯学習担当部長兼文化の森課長    山 本 勝 也 

教 育 課 長    木 村 明 宏 
管 理 担 当 課 長    井 上 智 久 

 

6 開   会 

 

教育長 

 本日の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第 3 項の規定により定足

数に達し、会議が成立していますので、ここに開会します。 

 日程第 1、議案第 16 号「稲美町教育委員会教育長の辞職の同意について」は、稲美町会議

規則第 14 条同条ただし書きに例外として「ただし、その議決により秘密会とすることができ

る。」と定められております。本案件は人事に関することで、個人情報を含んでおりますの

で、秘密会（非公開）としたいと存じますが、承認いただけますか。 

 

各委員 

 異議ありません。 

 

開会 16時 00分 

閉会 16時 15分 
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沼田教育政策部長（提案理由の説明省略） 

 

教育長 

 本議案は私自身の案件であるため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第 6

項の規定により、この議事に参与することができませんので、審議が終了するまで退席させ

ていただきます。その間、教育長職務代理の後藤委員に議事の進行をお願いします。 

 

（教育長退室） 

 

後藤教育長職務代理 

 これより審議に入ります。説明のあった議案第 16 号について、質疑、ご意見はありません

か。 

 ご発言の声を聞きませんので議案第 16 号を採決します。「稲美町教育委員会教育長の辞職

の同意について」本案に同意することにご異議ありませんか。 

 

各委員 

 異議ありません。 

 

後藤教育長職務代理 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認することに決します。 

 これにより、議案第 16号については、本委員会として同意することに決定します。 

 

（教育長入室） 

 

後藤教育長職務代理 

議案第 16号は本委員会として同意することに決定しました。 

 

教育長 

以上で本日の日程は終了しました。これで、本日の会議を終了いたします。 

 

 


